
性の多様性について理解を深めましょう！
　日本におけるLGBT等性的少数者の割合は、
左利きの方や血液型がAB型の方の割合に近い
とも言われており、とても身近な存在です。
　一人ひとりが性の多様性についての正しい
知識を身につけていきましょう。

アウティングは絶対にしてはいけません！
　アウティングは、本人の了承なくその人の
性的指向や性自認について他人に暴露するこ
とを言い、重大な人権侵害です。

　市民協働部人権協働課(庁舎1階)　☎43-0544

　地域における人権教育推進のためのリーダー
育成を目的とした「加東市民人権講座」。今回の
テーマは「性の多様性」です。
　広く市民のみなさんに講演を視聴いただくため、
加東ケーブルビジョンとYouTubeで放送します。
　□加東ケーブルビジョン
　　11月14日㈭～17日㈰、24日㈰　8時～、16時～
　□YouTube(加東市人権学習チャンネル)
　　11月14日㈭  9時  ～  20日㈬  17時
　徳永桂子さん(思春期保健相談士)
　〈演題〉 考えてみよう！性の多様性
　　　　 ～ すべての人に温かな居場所を ～

　女性たちが“住みたい！”と思うまちはどんな
まちなのか。女性たちに選ばれるまちになるた
めには何が必要なのかを考えます。
　12月7日㈯　13時～16時
　やしろ国際学習塾　多目的室 (上三草1175)

　□性別問わず、テーマに関心がある方
　□北播磨地域の女性リーダー養成講座受講生(OGを含む)

❖内容
　〈講演〉
　　　中貝宗治さん
　　　　 (一般社団法人豊岡アートアクション理事長(前豊岡市長))

　　〈演題〉 「女性たちの『静かな反乱』から『朗
　　　　　  らかな反乱』へ」
　〈あるあるパネルディスカッション〉
　　　普段の暮らしの中で、社会的な性別役割
　　に関してモヤモヤすることや、「これってど
　　うなの？」と思うことを、加東ウィメンズリー
　　ダー塾生が発表します。
　　　その後、参加者で意見交換を行い、どうし
　　たらより住みたいまちになるのかを一緒に
　　考えます。
　　　⋄松尾やよいさん

(夢こらぼ 主宰、生涯学習アドバイザー、イベント企画
コラボレーター)

　　　⋄中村和子さん
(オフィスEEE 男女共同参画アドバイザー)

　　　⋄中貝宗治さん
　生後6か月～小学・義務教育学校6年生
　□申込書を人権協働課にFAX、郵送、持参また
　　は電子メール
　　※申込書は、市ホームページからダウンロードできます。

　□オンライン申込み
　11月21日㈭
　市民協働部人権協働課(庁舎1階)
　☎43-0544　FAX 42-1735
　� jinken-kyodo@city.kato.lg.jp

　加東市は、市全体で有機農業を推進するまち
として、令和6年10月28日にオーガニックビ
レッジ宣言を行いました。昨年度に引き続き、今

年度も「BLOF理論(Bio Logical Farming：生態系調和型農業理論)」
に基づく農産物の多収穫・高品質化に繋がる有
機農業の栽培技術を学ぶ講習会を開催します。
　12月10日㈫　14時～16時
　加東市役所2階　201会議室 (社50)

　大林和弘さん
　(一般社団法人日本有機農業普及協会 公認BLOFインストラクター)

　□農政課に電話
　□オンライン申込み
　12月4日㈬
　加東市農業再生協議会事務局 (産業振興部農政課内)

　☎43-0518

　これからの季節は空気が乾燥し、風も強く、火
災がおきやすい時期です。
　火を取り扱う際は、消火用の水を用意するな
ど、十分注意してください。
　また、火災予防運動の重点項目の一つに、「住
宅防火対策の推進」が挙げられています。
　加東市では、家庭用消火器や家庭用火災警報
器の購入費用に対する補助を行っています。補
助金を活用される場合は、購入前に防災課にご
連絡ください。
　総務財政部防災課(庁舎4階)　☎43-0403

　加東市では、平成31年に「加東市犯罪被害者等
支援条例」を施行し、犯罪被害者やその家族が再
び平穏な「安全で安心な生活」
を営むことができるよう、各
関係機関と連携して支援に取
り組んでいます。
❖啓発キャンペーンを実施
　11月27日㈬　16時～
　Bio各入口 (社1126-1)
　総務財政部防災課(庁舎4階)　☎43-0403

　夫やパートナーからの暴力や職場等における
セクシュアル・ハラスメントなど、女性をめぐる
さまざまな人権問題について、人権擁護委員と
法務局職員が電話相談に応じます。
　相談料は無料、秘密は厳守します。

☎ 0570-070-810 (全国共通ナビダイヤル)

❖強化週間中の受付
　〈月曜日～金曜日〉 8時30分～19時
　〈土曜日、日曜日〉 10時～17時
　※強化週間以外でも、月曜日～金曜日 8時30分～17時15分まで受
　　け付けています。

　神戸地方法務局人権擁護課　☎078-392-1821

　令和6年10月1日から、兵庫県最低賃金が時間
額1,052円(改正前 1,001円)に改正されました。
　最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等す
べての労働者に適用されます。
　詳細は、兵庫労働局労働基準部賃金室またはハ
ローワーク西脇にお問い合わせください。
　業務改善助成金コールセンター
　☎0120-366-440

　起き上がりや階段の昇り降りなど、日常生活
で必要な動作に関連した運動のお話や、睡眠、食
生活等を分かりやすく教えていただきます。
　12月1日㈰　14時～16時
　加東市役所2階　201会議室
　長松京介さん
　(よつば訪問看護ステーション リハビリテーション責任者)

　〈演題〉 「いきいき長生き 自分のカラダは自分
　　　　 で守ろう」
　□申込書を高齢介護課にFAXまたは持参
　　※電話でも受け付けます。

　□オンライン申込み
　11月20日㈬
＊加東シニアいきいきポイント事業対象

　健康福祉部高齢介護課(庁舎1階)
　☎43‐0431　FAX 42‐1735


